
2010（平成22）年３月１日号（4） 広報まつやま

こんなときは 持参するもの

ほかの健康保険をやめたとき

他市区町村から転入してきたとき

生活保護を受けなくなったとき

子どもが生まれたとき

ほかの健康保険に加入したとき

他市区町村へ転出するとき

生活保護を受けることになったとき

死亡したとき

退職者医療制度に該当したとき

住所、世帯主、氏名などが変わったとき

世帯を分けたり、合併したりしたとき

保険証をなくしたり、汚れて使えなく
なったとき

旅行などで別個の保険証が欲しいとき

修学のため、他市区町村へ住民票を
異動するとき

他市区町村にある介護保険施設や特定
施設（有料老人ホームなど）、児童福祉施設、
障害者自立支援施設などの該当施設に
入所するため、その施設に住民票を異動
するとき

長期間入院するため、他市区町村にある
医療機関に住民票を異動するとき

印鑑、健保の離脱証明書

印鑑（転入届け出後）

印鑑、保護廃止決定通知書

印鑑、保険証、母子手帳

国保と健保の保険証

保険証

保険証、保護開始決定通知書

印鑑、保険証（死亡届け出後）

印鑑、年金証書、保険証

印鑑、保険証

印鑑、保険証（住民異動届け出後）

印鑑、使えなくなった保険証、
運転免許証・パスポート・顔写
真付き住基カードなど本人確
認ができるもの

印鑑、保険証

印鑑、保険証、在学証明書
（転出届け出後）

印鑑、保険証、該当施設の入所
証明書（転出届け出後）

印鑑、保険証、入院証明書（転
出届け出後）

（5） 2010（平成22）年３月１日号 広報まつやま

国
保
に
加
入
す
る
人
と
は

医
療
を
受
け
る
と
き

医
療
費
が
高
額
に
な
っ
た
ら

入
院
し
た
ら

死
亡
し
た
ら

子
ど
も
が
生
ま
れ
た
ら

口
座
振
替
が
便
利

い
っ
た
ん
全
額

自
己
負
担
し
た
ら

交
通
事
故
に
遭
っ
た
ら

加
入
の
届
け
出
が
遅
れ
る
と

喪
失
の
届
け
出
が
遅
れ
る
と

職
場
の
健
康
保
険
に

加
入
し
た
人
は

加入者の
保険料

交付金など
その他の収入

国・県・市の
負担金

185億円
（39.0％） 193億円

（40.6％）

97億円
（20.4％）

平成20年度　本市国保会計財源内訳

国
保
に
入
る

国
保
を
や
め
る

そ　
　
　

の　
　
　

他

市国保の医療費総額・国保加入者
1人当たりの医療費の推移

　
お
問
い
合
わ
せ
は
、
国
保
・
年
金
課
の
各
担
当
①
に
つ
い
て
は

医
療
制
度
担
当
☎
948
６
３
７
５
▼
②
に
つ
い
て
は
、
資
格
に
関
す

る
こ
と
資
格
担
当
☎
948
６
３
６
３
、
料
金
に
関
す
る
こ
と
賦
課
担

当
☎
948
６
３
６
５
、
医
療
費
の
給
付
に
関
す
る
こ
と
給
付
担
当
☎

948
６
３
６
１
▼
③
に
つ
い
て
は
、
給
付
担
当
☎
948
６
３
６
１
▼
④

に
つ
い
て
は
、
総
務
担
当
☎
948
６
３
７
６
▼
⑤
に
つ
い
て
は
、
賦

課
担
当
☎
948
６
３
６
５
▼
①
〜
⑤
共
通
　
934
２
６
３
１
へ

　
職
場
の
健
康
保
険
に
加
入
し
て

い
る
人
と
そ
の
扶
養
家
族
、
生
活

保
護
を
受
け
て
い
る
人
以
外
の
す

べ
て
の
人
は
、
国
保
に
加
入
し
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
皆
さ
ん
の
健
や
か
な
暮
ら
し
を
支
え
合
う
国
民
健
康
保
険
（
国
保
）
の
制
度
は
、
医
療
費
な

ど
の
増
加
に
よ
り
安
定
的
な
運
営
が
大
変
厳
し
く
な
っ
て
い
ま
す
。
今
回
は
国
保
の
現
状
や
手

続
き
、
給
付
内
容
に
つ
い
て
確
認
し
、
再
度
、
国
保
制
度
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

　
国
保
の
加
入
日
は
届
け
出
し
た

日
で
は
な
く
、
前
の
健
康
保
険
の

資
格
喪
失
日
や
扶
養
認
定
解
除
日
、

本
市
へ
の
転
入
日
な
ど
の
事
実
が

発
生
し
た
日
と
な
り
ま
す
。
ま
た

保
険
料
は
、
事
実
発
生
日
ま
で
さ

か
の
ぼ
っ
た
最
高
２
年
間
分
の
納

付
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

　
国
保
の
資
格
は
、
新
し
い
健
康

保
険
の
資
格
取
得
日
や
扶
養
認
定

日
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
、
ま
た
本

　
国
保
に
加
入
し
た
り
や
め
た

り
す
る
と
き
（
左
表
参
照
）
は
、

14
日
以
内
に
届
け
出
を
し
て
く

だ
さ
い
。

【
届
け
出
先
】

　
国
保
・
年
金
課
（
市
役
所
別

館
3
階
）、
支
所

　
国
保
に
は
、
加
入
者
の
病
気
や
け
が
に
よ
る
医
療
費
の
給
付
な

ど
さ
ま
ざ
ま
な
保
険
給
付
が
あ
り
ま
す
。
忘
れ
ず
に
申
請
を
し
て

く
だ
さ
い
。

　
国
保
制
度
は
、
加
入
者
の
保

険
料
と
、
国
・
県
・
市
の
負
担

金
な
ど
で
運
営
し
ま
す
。
安
定

し
た
運
営
の
た
め
、
保
険
料
は

必
ず
納
期
内
に
納
め
ま
し
ょ
う
。

み
ん
な
で
支
え
合
う
保
険
料
で

す
。

みんなで
支え合う国民 健康保険国民 健康保険国民 健康保険

市
か
ら
の
転
出
時
は
転
出
日
で
喪

失
し
ま
す
。
喪
失
日
以
降
に
国
保

の
保
険
証
で
診
療
を
受
け
て
い
た

場
合
は
、
国
保
が
負
担
し
た
医
療

費
を
返
還
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。

　
国
保
以
外
の
健
康
保
険
に
加
入

し
た
場
合
、
国
保
を
や
め
る
手
続

き
（
喪
失
届
）
が
必
要
で
す
。

【
必
要
な
も
の
】

　
新
し
く
で
き
た
保
険
証
（
カ
ー

ド
タ
イ
プ
の
場
合
は
全
員
分
）、国

保
の
保
険
証

　※

仕
事
の
都
合
な
ど
で
手
続
き

に
来
れ
な
い
場
合
は
、
国
保
・
年

金
課
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い

　
医
療
機
関
の
窓
口
で
保
険
証
を

提
示
す
れ
ば
、
医
療
費
の
自
己
負

担
が
一
定
の
割
合
（
割
合
は
年
齢

な
ど
に
よ
り
異
な
り
ま
す
）
と
な

り
ま
す
。

　
な
お
70
〜
74
歳
の
人
（
３
割
負

担
の
人
を
除
く
）
は
、
自
己
負
担

凍
結
措
置
の
継
続
に
よ
り
、
４
月

〜
平
成
23
年
３
月
ま
で
１
割
負
担

に
な
り
ま
す
。
該
当
者
に
は
３
月

末
ま
で
に
「
高
齢
受
給
者
証
（
再

発
行
）」
を
郵
送
し
ま
す
。

　
月
初
め
か
ら
月
末
ま
で
の
１
カ

月
に
、
一
つ
の
医
療
機
関
の
入
院
・

外
来
・
医
科
・
歯
科
ご
と
で
、
医

療
機
関
に
一
定
の
自
己
負
担
額
を

超
え
る
医
療
費
を
支
払
っ
た
場
合

は
、
市
へ
の
申
請
に
よ
り
医
療
費

の
一
部
が
支
給
（
高
額
療
養
費
）

さ
れ
ま
す
。（
70
〜
74
歳
の
人
の

高
額
療
養
費
は
算
定
方
法
が
異
な

り
ま
す
）

　
入
院
な
ど
で
医
療
費
が
高
額
に

な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
場
合
、

あ
ら
か
じ
め
市
へ
「
限
度
額
適
用

認
定
証
」の
交
付
申
請
を
す
る
と
、

医
療
機
関
へ
の
支
払
額
が
自
己
負

担
限
度
額
ま
で
と
な
り
ま
す
。

　
ま
た
市
民
税
非
課
税
世
帯
の
人

（「
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減

額
認
定
証
」の
交
付
申
請
が
必
要
）

は
、
食
事
代
な
ど
が
減
額
さ
れ
ま

す
。
　※

保
険
料
を
滞
納
し
て
い
る
場

合
は
認
定
証
の
交
付
を
受
け
ら
れ

ま
せ
ん

　
左
記
①
〜
③
の
事
情
で
医
療
費

な
ど
を
い
っ
た
ん
全
額
支
払
っ
た

場
合
、
市
へ
の
申
請
に
よ
り
費
用

の
一
部
払
い
戻
し
（
療
養
費
）
が

受
け
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

①
医
療
機
関
で
保
険
証
を
提
示
で

き
ず
全
額
自
己
負
担
し
た
場
合

②
医
師
が
認
め
た
次
の
場
合
＝
は

り
・
き
ゅ
う
な
ど
の
施
術
費
用
、

コ
ル
セ
ッ
ト
な
ど
の
装
具
費
用
、

小
児
弱
視
な
ど
の
治
療
用
メ
ガ

ネ
・
コ
ン
タ
ク
ト
レ
ン
ズ
の
購
入

費
用
（
申
請
時
９
歳
未
満
が
対

象
）

③
国
外
で
診
療
を
受
け
た
場
合（
海

外
長
期
滞
在
者
や
治
療
目
的
の
渡

航
者
は
除
く
）

　
加
入
者
が
出
産
し
た
場
合
、
医

療
機
関
へ
の
申
請
に
よ
り
出
産
育

児
一
時
金
（
39
万
円
。
な
お
産
科

医
療
保
障
制
度
加
入
の
医
療
機
関

で
の
出
産
の
場
合
は
42
万
円
）が
、

原
則
、
市
か
ら
医
療
機
関
に
支
払

わ
れ
ま
す
。

　※

出
産
費
用
が
支
給
額
を
超
え

な
い
場
合
は
、
差
額
を
支
給
し
ま

す
の
で
、
加
入
者
は
市
へ
申
請
し

て
く
だ
さ
い

　
加
入
者
が
死
亡
し
た
場
合
、
喪

主
な
ど
葬
儀
を
行
っ
た
人
は
市
へ

の
申
請
に
よ
り
２
万
円
が
支
給（
葬

祭
費
）
さ
れ
ま
す
。

　
交
通
事
故
な
ど
の
第
三
者
の
行

為
に
よ
り
け
が
を
し
た
場
合
、
市

へ
の
届
け
出
に
よ
り
認
め
ら
れ
る

と
国
保
で
診
療
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

　※

本
来
、
治
療
費
は
加
害
者
が

支
払
う
も
の
で
す
が
、
国
保
が
一

時
的
に
治
療
費
を
立
て
替
え
て
払

い
、
後
か
ら
加
害
者
に
請
求
し
ま

す
。
示
談
す
る
前
に
必
ず
連
絡
し

て
く
だ
さ
い

　
国
民
健
康
保
険
料
の
所
得
申
告

は
、
保
険
料
額
や
軽
減
判
定
を
決

定
す
る
大
切
な
申
告
で
す
。

　
所
得
が
な
く
税
の
申
告
の
必
要

が
な
い
人
も
必
ず
申
告
し
て
く
だ

さ
い
。

【
申
告
が
必
要
な
人
】

○
世
帯
主
（
国
民
健
康
保
険
に
加

入
し
て
い
な
い
世
帯
主
も
含
む
）

○
国
民
健
康
保
険
加
入
者

○
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
加
入
者

（
同
世
帯
に
国
民
健
康
保
険
加
入

　
う
っ
か
り
や
多
忙
に
よ
る
納
付

忘
れ
の
防
止
に
は
、
保
険
料
の
口

座
振
替
が
便
利
で
す
。
ま
た
確
定

申
告
の
時
期
に
、
納
付
済
み
の
確

認
通
知
が
自
動
的
に
届
き
ま
す
。

　
こ
れ
か
ら
加
入
す
る
人
、
す
で

に
加
入
し
て
い
る
人
も
ぜ
ひ
口
座

振
替
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

【
必
要
な
も
の
】

　
通
帳
番
号
が
分
か
る
も
の
・
通

帳
届
出
印

【
手
続
き
の
場
所
】

　
国
保
・
年
金
課
（
市
役
所
別
館

３
階
）、
支
所
、
市
内
の
金
融
機

関

特
集

者
が
い
る
場
合
）

　※

税
務
署
や

市
区
町
村
で
申

告
し
て
い
る
人
、

勤
務
先
で
年
末

調
整
済
み
の
人

は
除
く

【
申
告
場
所
】

　
国
保
・
年
金
課
、
支
所
、
出
張

所　※

申
し
出
に
よ
り
郵
送
で
も
受

け
付
け
ま
す

　対象者は、40歳以上の加入者です。平成22年度の受診
券を5月中旬に送付します。
　メタボリックシンドロームではないのに糖尿病など、
健診を受けることで、目に見えない体の変化を早期に見
つけることができます。年に一度は健診を受けましょう。

特定健康診査について

平成18年度 平成19年度 平成20年度

400

380

360

340

0

31

30

29

28

0

1
人
当
た
り
の
医
療
費

医
療
費
総
額

276,985円

290,148円

約358億円

約379億円

約395億円

302,000円

1人当たりの医療費

医療費総額

（万円）（億円）

①

③

④

②

⑤

に

図


